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三
百
四
十
六
号
）

○
独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
法
刎
掴
伺
倒
閑
引
闘
閑
剛

○
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社

第
五
百
七
号
）

測
毒
及
び
径
過
日
置
ｒ
調
す
る
攻

の
整
備
及
び
経
過
措
置
Ｉ
関
る
政
令

法
の
施
行
Ｉ
伴
う
関
係
政
〈

（
平
成
十
七
年
政
令
第

（
平
成
十
二
年
政
令

○
水
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

百
五
十
四
号
）

目
次第
一
章
渕
閑
現
制
伽
割
偏
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
紹
過
間
圖
（
第
三
条
・
第
四
条
）

附
則

整
備
及
び
経
過
措
置
ｒ
酉
る
政
令 律
の
型
Ｉ
炉
係

（
平
成
三
十
一
年
政
令
第

1

題名関係

｢○○〔新法〕の施行に伴う関係政令の整備及び経過
｜
坐

日 畳に関する政令」

題名・目次関係

｢○○の施行に伴う関係政令の整蒲及び経過昔置に関する政令」における目次の例



○
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令

第
八
十
八
号
）

刺
閣
削
１
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）
刺
刷
捌
口
梢
Ⅷ
１
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
二
条
第
一
項
、

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
三
第

四
項
第
一
号
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百

二
十
三
号
）
第
百
二
条
第
一
項
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
呵
捌

剋
口
望
司
剖
１
．
例
瑚
制
剖
制
劃
打
引
１

第
一
条

２
大
学
、

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
（
略
）

又
は
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維

持
す
る
者
の
所
得
が
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
独
立

行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の

定
め
る
額
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金

の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高
等
専
門

学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
（
そ
の
う
ち
最

も
高
い
額
を
除
く
。
）
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒

が
選
択
す
る
額
と
す
る
。
２

３
（
略
）

同
等
専
門
学
校
（
第
四
学
。
．
『
同
。
．
＆
‘

制定文関係

新法
－

＊』

章 篇政令における制定文の例

■
ｊ
二
■幾構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢…高等専門皇
＝
伊■］交（第四学年及び第五皇自年に限る。 ） 」



○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令

（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
八
条
の
二
（
略
）

２
対
判
１
劃
割
割
剛
判
樹
剖
劉
凹
判
判
刈
酬
荊
到

判
判
口
刷
剖
Ｊ
Ｊ
剃
凶
割
圓
引
例
側
田
判
打
副
司

刎
列
制
１
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
所
得

が
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
独
立
行
政

法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い

う
。
）
の
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
引
例
口
矧
制
副

割
引
樹
判
聞
胃
引
針
例
引
調
何
列
Ⅷ
ｄ
剛
１
前
周

刎
封
対
判
例
同
刊
欄
１
割
割
割
剛
判
樹
例
剰
刊
欄

刻
出
割
掴
剖
射
利
制
到
Ｎ
淵
測
副
当
矧
凹
刈
刈
湖
引

例
１
同
封
例
Ⅱ
欄
口
矧
例
引
判
樹
禦
測
胡
通
詞
瑚

鬮
刎
因
矧
口
刷
叫
ｌ
召
刎
召
刈
同
調
例
刊
欄
口
沮

瑚
引
調
（
そ
の
う
ち
最
も
高
い
額
を
除
く
。
）
刎
引

引
間
割
割
引
荊
到
凶
刃
劃
判
例
剥
褐
科
濁
捌
渕
引

調
剖
制
引
１

３
（
略
）

○
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）

（
詐
害
信
託
の
取
消
し
等
）

第
十
一
条
（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
容
す
る
判
決

が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
に
係

当
該
債
権
を
取
得
し
た
時
に
お
い
て
債
権
者
を
害
す
る
こ
と

を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
委
託
者
は
、
当
該
債
権
を
有
す
る

債
権
者
に
対
し
、
当
該
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
に
つ
い
て
弁

済
の
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
詐
害
行
為

取
消
請
求
に
よ
り
受
託
者
か
ら
委
託
者
に
移
転
す
る
財
産
の

価
額
を
限
度
と
す
る
。

３
～
８
（
略
）

る
債
権
を
有
す
る
債
権
割
剖
委
託
者
て
あ
る
も
の
を
除
く

が

3

。
ｊ
二
０幾構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢大学､高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。 ）又は専修学校に在学する者…のうち、 ■■■

ものに対する第一種学資貸与金の月額については、○○項の表大学の項下欄、高等専門学校の項

下欄又は専修学校の項下欄の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げる学校等及び通学形態の区分

に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額…のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とす

る。 」

機構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢者（…者であるものを除く｡)」



○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
労
働
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等

に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
五
十
六
号
）

第
三
十
八
条
法
の
施
行
前
に
沖
縄
失
保
法
に
規
定
す
る
受
給
資

格
者
（
以
下
「
沖
縄
失
保
法
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く

は
同
立
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者
又
は
失
保
法

受
給
資
格
者
で
失
保
法
相
当
給
付
の
封
綱
剖
劃
川
副
引
例
が

死
亡
し
た
た
め
に
同
立
法
第
十
九
条
（
本
土
居
住
者
等
失
保
特

別
措
置
法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
失

業
の
認
定
又
は
沖
縄
失
保
法
第
三
十
三
条
第
二
項
（
本
士
居
住

者
等
失
保
特
別
措
置
法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
配
偶
者
そ
の
他

そ
の
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た

者
に
対
す
る
失
業
保
険
金
又
は
傷
病
給
付
金
の
支
給
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
（
略
）

○
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一

号
）

附
則
（
昭
和
五
一
年
五
月
二
五
日
法
律
第
二
七
号
）

第
五
条
施
行
日
前
に
同
一
の
事
由
に
つ
き
旧
法
の
規
定
に
よ
る

休
業
補
償
と
旧
法
附
則
第
八
条
の
政
令
で
定
め
る
法
令
に
よ

る
年
金
た
る
給
付
を
支
給
さ
れ
て
い
た
者
で
、
施
行
日
以
後
も

引
き
続
き
当
該
年
金
た
る
給
付
の
刻
絢
剖
到
川
副
制
刎
に
対

し
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
支
給
す
る
新
法
の
規
定
に
よ
る
休

業
補
償
の
額
は
、
新
法
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
施
行
日

の
前
日
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
旧
法
の
規
定
に
よ
る

休
業
補
償
の
額
（
同
日
に
休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
の
生

じ
な
か
っ
た
と
き
は
、
同
日
前
に
最
後
に
休
業
補
償
を
支
給
す

べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
休
業
補
償
の
額
）
に
満
た
な
い
と
き

は
、
新
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
旧
法
の
規
定
に
よ
る

休
業
補
償
の
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

４

I

ｲ幾構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢支給…を受けるもの」



○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

第
三
条
（
略
）

２
（
略
）

３
一
時
金
額
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
額
は
、
一
○
○
、
○
○
○

円
、
二
○
○
、
○
○
○
円
、
三
○
○
、
○
○
○
円
、
四
○
○
、

○
○
○
円
又
は
五
○
○
、
○
○
○
円
（
貸
与
を
受
け
る
学
生
又

は
生
徒
が
当
該
入
学
を
し
た
月
に
当
該
留
学
を
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
一
○
○
、
○
○
○
円
、
二
○
○
、
○
○
○
円
、
三

○
○
、
○
○
○
円
、
四
○
○
、
○
○
○
円
、
五
○
○
、
○
○
○

円
、
六
○
○
、
○
○
○
円
、
七
○
○
、
○
○
○
円
、
八
○
○
、

○
○
○
円
、
九
○
○
、
○
○
○
円
刻
刷
一
、
○
○
○
、
○
○
○

円
）
呵
引
制
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
渕
濁
刑
打
引
調
副

し
、
そ
の
利
率
は
、
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
利
率
で
機
構

の
定
め
る
利
率
と
制
引
１

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）

（
指
定
特
定
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

第
一
条
（
略
）

２
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
が
児
童
福
祉
法
第
十

九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
同

法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児

童
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小

児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
又
は
支
給

認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
医
療
費
算
定
対
象
世
帯
員
」
と
い
う
。
）
が
支
給
認
定
を
受
け

た
指
定
難
病
の
患
者
若
し
く
は
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小

児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
負
担
上
限

月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
５

支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
の

あ
ん

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
医
療
費
按
分
率
（
当

該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
及
び
医
療
費
算
定

対
象
世
帯
員
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額

を
も
っ
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
調
制
利
剣
割
尉
引
司
叫
調
を
除

し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

幾構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢○○又は○○のうち、…が選択する額と…する｡」

＃跡 ;法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢…額のうち最も高い額」



○
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
八
十
四

号
）（
共
済
金
の
貸
付
け
）

第
九
条
（
略
）

２
前
項
の
共
済
金
の
貸
付
額
は
、
貸
付
け
の
請
求
が
あ
っ
た
日

に
お
け
る
納
付
さ
れ
た
掛
金
の
合
計
額
洲
削
刑
削
制
瑚
川
副
調

係
る
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者
に
対
す
る
売
掛
金
債
権
そ

の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
債
権
（
以
下
「
売
掛
金
債
権

等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
回
収
が
困
難
と
な
っ
た
も
の
の
額
（
共

済
契
約
者
と
そ
の
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者
と
の
取
引
関

係
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
額
と
共
済
契
約
者
の
取
引
関
係
の
変
化
に
よ
る

影
響
を
緩
和
す
る
た
め
緊
急
に
必
要
な
資
金
の
額
と
し
て
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
の
合

計
額
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
共
済
契
約
者
が
請
求
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

貸
付
額
と
請
求
の
日
に
お
い
て
既
に
貸
付
け
を
受
け
、
又
は
受

け
る
こ
と
と
な
っ
た
共
済
金
の
額
か
ら
既
に
償
還
し
た
共
済

金
の
額
を
控
除
し
た
額
と
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
額
を

超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
四
（
略
）

３
～
５
（
略
）

ノ
△
ロ
計
鈩
を
控
建

の
十
倍
に
相
当
す
る
額
と
倒
産
に

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
施
設
型
給
付
費
等
の
支
給
の
基
準
及
び
費
用
の
負
担
等
に

関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
（
略
）

一
（
略
）

イ
こ
の
法
律
の
施
行
前
の
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和

五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
私
立

幼
稚
園
（
国
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村

以
外
の
者
が
設
置
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
経
常
的
経
費
に
充
て
る
た
め
の
国
の

補
助
金
の
総
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
の
補
助
金

の
総
額
」
と
い
う
。
）
、
私
立
幼
稚
園
に
係
る
保
護
者
の
負

担
額
、
当
該
施
設
型
給
付
費
の
支
給
に
係
る
支
給
認
定
教

育
・
保
育
を
行
っ
た
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
所
在
す
る
６

地
域
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
支

給
認
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
現
に
支
給
認
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
の

額
）
か
ら
政
令
で
定
め
る
額
を
限
度
と
し
て
当
該
支
給
認

定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事

情
を
勘
案
し
て
市
町
村
が
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た

調
４
当
該
額
が

ロ
（
略
）

二
・
三
（
略
）

２
～
４
（
略
）

零
を
下
口
る
場
合

零

豊竺且。

犀T I法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢○○額から次に掲げる額の合計額を控除した額」

機構法施行令第1条の2第1 ．2項柱書・第8条の2第4項関係

｢○○額…（…零を下回る場合には、零と…する｡)」



○
登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）

（
印
紙
納
付
が
で
き
る
場
合
）

第
二
十
九
条
法
第
二
十
二
条
（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
及

び
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
（
略
）

二
登
記
等
に
つ
き
課
さ
れ
る
べ
き
登
録
免
許
税
の
調
刺
三

別
叫
制
両
側
墹
魏
の
部
分
の
登
録
免
許
税
を
納
付
す
る
場

今
ロ

三
（
略
）

○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
郵
政
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等

に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）

第
十
六
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
沖
縄
公
衆
法
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
同
立
法
第
百
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
内
交
換
設
備
若
し
く
は
組
合
交
換

設
備
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
用
設
備
の
端
末
機
器
又
は

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
専
用
設
備
の
線
路
は
、
公
衆
法
の
規

定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
法
第
百
七
条

の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中

「
第
六
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
沖
縄
の
公
衆
電
気
通
信
法
第
六

十
二
条
」
と
、
「
そ
の
支
払
っ
た
費
用
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
そ

の
支
払
っ
た
費
用
の
額
を
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に

関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
換
比
率

に
よ
り
日
本
円
表
示
の
額
に
換
算
し
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
７

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
剛
剰
澗
刺
淵
劉
剴
切
刎
掛

ｄ
矧
調
）
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
百
五
条
第
一
項
第
一
号
、

第
二
号
又
は
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
沖
縄
の
公
衆
電
気
通
信

法
第
百
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
」
と
す
る
。

機* I法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢○○額の○○万円未満の端数」

＃ &構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢○○円未満の端数を切り捨てたI 頂」



○
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
経
過
措
置
及
び
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平

成
十
一
年
政
令
第
百
六
十
五
号
）

第
二
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５
（
略
）

一
（
略
）

二
会
社
の
承
継
の
日
の
前
日
に
お
い
て
在
職
す
る
転
籍
者

の
全
員
が
当
該
前
日
に
お
い
て
自
己
の
都
合
に
よ
り
退
職

す
る
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
当
該
転
籍
者
回
訓
割
承
継

の
日
の
前
日
の
退
職
給
与
規
程
に
よ
り
計
算
剖
刈
引
退
職

給
与
の
領
の
合
計
額

６
～
岨
（
略
）

○
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）

（
劣
後
的
破
産
債
権
等
）

第
九
十
九
条
次
に
掲
げ
る
債
権
（
以
下
「
劣
後
的
破
産
債
権
」

と
い
う
。
）
は
、
他
の
破
産
債
権
（
次
項
に
規
定
す
る
約
定
劣
後

破
産
債
権
を
除
く
。
）
に
後
れ
る
。

一
～
三
（
略
）

四
金
額
及
び
存
続
期
間
が
確
定
し
て
い
る
定
期
金
債
権
の

う
ち
、
各
定
期
金
回
訓
剖
第
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
寛
沮
割

測
副
調
の
合
計
額
（
そ
の
額
を
各
定
期
金
の
合
計
額
か
ら
控

除
し
た
額
が
法
定
利
率
に
よ
り
そ
の
定
期
金
に
相
当
す
る

利
息
を
生
ず
べ
き
元
本
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額

を
加
算
し
た
額
）
に
相
当
す
る
部
分

２
（
略
）

○
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の

算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
）

（
財
政
安
定
化
基
金
に
よ
る
交
付
事
業
）

第
十
三
条
（
略
）

２
～
８
（
略
）

９
都
道
府
県
は
、
基
金
事
業
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
後
塑
局

齢
者
医
療
広
域
連
合
が
予
定
保
険
料
収
納
率
（
令
第
十
八
条
第

三
項
第
一
号
の
予
定
保
険
料
収
納
率
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
不
当
に
過
大
に
見
込
ん
だ
こ
と
等
に
よ
り
、

第
二
項

が
不
当
に
過
大
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
す

る
基
金
事
業
交
付
金
の
額
を
減
額
し
、
又
は
交
付
し
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
り
算
定

基
金
事
業
交
付
封
呵
調

8

機構法施行令第1条の2第1項第1 ．2号・第2項第1号関係

｢○○につき…○○される…額」

機* I法施行令第1条の2第1項第1号・第2項第1号関係

｢の規定により算定される○○金の額」



○
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）

（
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
純
資
産
に
対
応
す
る
負

債
の
利
子
の
必
要
経
費
不
算
入
）

第
二
百
九
十
二
条
の
三
（
略
）

２
（
略
）

一
（
略
）

二
同
業
個
人
比
準
法
（
非
居
住
者
の
そ
の
年
十
二
月
三
十
一

日
に
お
け
る
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
資
産
の
額
に
つ

い
て
発
生
し
得
る
危
険
を
勘
案
し
て
計
算
し
た
金
額
に
、
イ

に
掲
げ
る
金
額
の
ロ
に
掲
げ
る
金
額
に
対
す
る
割
合
を
乗

じ
て
計
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
恒
久
的
施
設
帰
属
資
本
相

当
額
と
す
る
方
法
を
い
う
。
）

イ
（
略
）

ロ
比
較
対
象
者
の
比
較
対
象
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に

お
け
る
総
資
産
の
調
剖
剖
調
比
較
対
象
者
洲
非
居
住
者
司

捌
副
凋
剖
口
削
１
当
該
比
較
対
象
者
で
あ
る
非
居
住
者
の

恒
久
的
施
設
に
係
る
資
産
の
調
引
に
つ
い
て
、
発
生
し
得

る
危
険
を
勘
案
し
て
計
算
し
た
金
額

３
～
蛆
（
略
）

○
公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条
こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二
（
略
）

三
収
入
入
居
者
及
び
同
居
者
の
過
去
一
年
間
に
お
け
る

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
編
第
二

章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
の
例
に
準
じ
て
算
出
し
た
所

得
金
額
（
給
与
所
得
者
が
就
職
後
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合

等
そ
の
額
を
そ
の
者
の
継
続
的
収
入
と
す
る
こ
と
が
著
し

く
不
適
当
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
業
主
体
が
国
士
交

通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
認
定
し
た
額
と
し
、
以
下

「
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
控

除
し
た
調
剖
Ｈ
ゴ
矧
閑
ｕ
制
領
を
い
う
。

イ
ー
ホ
（
略
）
９

幾構法施行令第1条の2第1項第1 ．2号関係

｢額（当該○○が○○である場合には、…額…)」

■
ｊ
■
●幾柿法施行令第1条の2第1項第1 ．2号関係

｢…額を十二で除した額」



第
三
十
条
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

額
は
、
前
納
に
係
る
期
間
の
各
月
の
保
険
料
の
合
計
額
か
ら
、

そ
の
期
間
の
各
月
の
保
険
料
の
額
を
年
○
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の

利
率
に
よ
る
複
利
現
価
法
に
よ
っ
て
前
納
に
係
る
期
間
の
最

初
の
月
の
前
月
か
ら
当
該
各
月
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に

○
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政

報
謝
倒
割
Ⅱ
回
淵
剖
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
円
未
満
で

あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
円
以
上

で
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
十
円
と
し
て
計
算
す
る
。
）
を
控
除
し

た
額
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

令
第
三
百
四
十
三
号
）

応
じ
て
割
り
引
い
た
額
の
合
計
額
（
そ
の
馥
ｒ
円
未
満
の
端

10

1

1幾構法施行令第1条の2第1項第1 ．2号・第2項第2号関係

｢額（その額に○○円未満の端数が生じた場合」



三
・
四
（
略
）

２
～
７
（
略
）

○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
百
十
八
号
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
十
五
条
（
略
）

一
（
略
）

二
法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

者
八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し

た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と

き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除

し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金

額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
ゴ
測
剖
一
剛
側
副
刎
且

制
矧
調
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
当
該
療
養
の

あ
っ
た
月
に
属
す
る
世
帯
の
被
保
険
者
に
対
し
、
療
養
の
あ

っ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
同
項
又

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
（
同
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
額
を
算
定
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
が

支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
次
項
第
二

号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す

る
◎

○
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
八

号
）

第
三
条
施
行
日
前
に
別
表
第
五
特
定
業
種
被
共
済
者
で
あ
っ
た

日
（
退
職
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
退
職
金
の

額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
日
を
除
く
。
）
の
あ
る
者
で
あ
っ

て
、
施
行
日
以
後
に
支
給
事
由
が
生
じ
た
も
の
に
係
る
退
職
金

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
別
表
第
五
特
定
業
種
に
係
る
中

退
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
業
種
掛
金
納
付

月
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
（
略
）

二
二
十
四
月
以
上
四
十
二
月
以
下
区
分
退
職
金
額
（
別
表

第
五
特
定
業
種
掛
金
月
額
区
分
ご
と
に
、
次
の
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
よ
り
定
ま

る
額
）
を
合
算
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
Ｊ
刈
剖
一
副
口
罰
刎
且
例
矧
調
）

イ
・
ロ
（
略
）

三
（
略
）

２
～
５
（
略
）

11

■
ｊ
こ
り
’
幾構法施行令第1条の2第1項第1 ．2号・第2項第2号・第8条の2第1 ．2項関係

｢これを○円に切り上げた額」



第
十
四
条
（
略
）

○
前
塑
局
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の

算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
）

（
財
政
安
定
化
基
金
に
よ
る
貸
付
事
業
）

２
基
金
事
業
貸
付
金
の
額
は
、
各
後
塑
局
齢
者
医
療
広
域
連
合

回
訓
割
、
次
の
各
口

面
刷
副
調
に
一
・

一
・
二
（
略
）

３
～
５
（
略
）

一
を
乗
じ
て
得
た
調
を
限
度
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

当
該
各
号
に

12

■
ｄ
ｏ ヌ Z。

空

f法施行令第1条の2第1項第2号関係

｢○○につき…○○の区分に応じ、それぞれ○○に定める額〔を計算した〕額」



○
労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
す
る
報
奨
金
に
関
す
る
政
令
（
昭
和

四
十
八
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）

（
報
奨
金
の
交
付
）

第
一
条
（
略
）

２
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
保
険
事
務
組
合
が

徴
収
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
委
託
を
受
け
て
す
る
一
般
拠

出
金
宕
綿
健
康
被
害
救
済
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
一
般
拠

出
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
納
付
の
状
況
が
次
の
各
号
に
該

当
す
る
と
き
は
、
当
該
労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
し
て
石
綿
健

康
被
害
救
済
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
整

備
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
奨
金
（
以
下
「
一
般
拠
出

備
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
奨
金
（
以

金
に
係
る
報
奨
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
。

’
七
月
十
日
に
お
い
て
、
そ
の
年
度
の
一
般
拠
出
金
（
当
該

一
般
拠
出
金
に
係
る
追
徴
金
及
び
延
滞
金
を
含
む
。
以
下

「
そ
の
年
度
の
一
般
拠
出
金
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
前

年
度
に
常
時
十
五
人
以
下
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
の

事
業
主
の
委
託
に
係
る
も
の
に
つ
き
、
石
綿
健
康
被
害
救
済

法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

徴
収
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
一
般
拠
出
金
刎

調
Ｊ
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
徴
収
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
政
府

が
一
般
拠
出
金
の
額
を
決
定
し
た
捌
剖
回
剛
１
そ
の
決
定
し

佃
澗
劉
渕
型
綱
引
。
割
訓
調
可
の
合
計
額
の
百
分
の
九
十
五
以

上
の
額
が
納
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
日
に
お
い

た
額
。

て
Ｉ
‐
、

尚
１
．
面
ロ
目
馥
と
当
該
追
徴
金
又
は

汕
叩
掴
匡
‐
る
追
徴
金
又
は
延
滞
金
を
純
付
す
べ
き
場
合

〃

般
拠
出
金
の
額
」

ｃ
）

て
当
該
一
般
拠
出
金
の
確
定
額
の
合
計
額
の
百
分
の
九
十

五
以
上
の
額
が
納
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
天
災
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
日
後

の
日
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
ま
で
に
当
該
一
般
拠

出
金
の
確
定
額
の
合
計
額
の
百
分
の
九
十
五
以
上
の
額
が

納
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
・
三
（
略
）

13

機＃§法施行令第1条の2第1項第2号関係

｢○○の…額（…場合には、○○・以下「X」という｡） （〔一定の場合にXに一定の修正を加える

特例〕)」と規定する例



○
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）

（
家
賃
の
決
定
）

第
二
十
五
条
槻
欄
削
１
賃
貸
住
宅
（
公
営
住
宅
の
事
業
主
体
そ

の
他
の
住
宅
を
賃
貸
す
る
事
業
を
行
う
者
に
譲
渡
し
、
又
は
賃

貸
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
新
た

に
入
居
す
る
者
の
家
賃
の
額
に
つ
い
て
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅

の
家
賃
の
額
と
均
衡
を
失
し
な
い
よ
う
君
刷
剥
川
刈
國
樹
引

剥
叫
１

２
～
４
（
略
）

｢の規定に基づき…妻定める」

○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
四
号
の
公
衆
浴
場
）

第
五
十
六
条
の
二
十
五
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
四

号
に
規
定
す
る
公
衆
浴
場
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
物
価
統

制
令
第
四
条
刎
制
固
叫
望
司
剖
道
府
県
知
事
が
入
浴
料
金
剖

泡
瑚
引
公
衆
浴
場
と
す
る
。

○
児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
額
等
の
改
定
の
特

例
に
関
す
る
法
律
第
二
項
釧
制
司
口
望
司
剖
児
童
扶
養
手
当

等
の
改
定
額
剖
司
瑚
副
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令

（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）

14

＃ I構法施行令第1条の2第2項柱書関係

独立行政法人に対して、額の定め方について義務的規定を設ける例

＃跡 5法施行令第1条の2第2項柱書関係



機構法施行令第8条の2第1項柱書関係

｢支給○○」という略称を置く例

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
学
資
支
給
金
の
額
）

第
八
条
の
二
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
（
第
四
項
に
お
い
て
「
刻
纈
州

劇
樹
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に
掲
げ
る

学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

（
表
略
）

２
～
４
（
略
）

機構法施行令第8条の2第1項第1号・第2項第1号関係

号の下段において「○○の区分に応じ、それぞれ○○に定める額」とする例

○
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
九
条
（
略
）

２
～
６
（
略
）

７
第
八
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

ブ
〔
》
○一
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
次
の

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

か
ら
ホ
ま
で
。
割
画
瑚
副
調

イ
ー
ホ
（
略
）

二
～
三
（
略
）

８
～
岨
（
略
）

者
の
応
じ
そ
れ
ぞ

イ

15



○
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
四
号
）

第
百
七
条
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
五
条

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
二
十
七
万
円
と

し
、
老
齢
年
金
給
付
の
額
が
こ
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け

る
当
該
老
齢
年
金
給
付
の
支
払
期
月
は
、
規
約
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
当
該
老
齢
年
金
若
し

く
は
通
算
老
齢
年
金
の
支
払
期
月
の
例
に
よ
る
月
又
は
凋
刎

割
引
口
掴
嗣
副
当
該
老
齢
年
金
給
付
の
調
呵
因
矧
口
刷
ｕ
ｌ
そ

イ
ー
ハ
（
略
）

２
（
略
）

イ
・
ロ
（
略
）

三
六
万
叫
到
剣
何
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
月
と
す
る
。

一
十
五
万
冊
別
且
二
十
七
万
川
刺
澗

月
又
は
四
月
、
八
月
及
び
十
二
月

二
六
万
叫
制
叫
且
十
五
万
叫
到
洞
澗

月 に
椙
河
け
る
月

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か

二
月
、
六
月
及
び
十

16

機構法施行令第8条の2第1～3項関係

柱書で「次の各号に掲げる…額の区分に応じ､」としたときに、各号に掲げる区分として「○○円

未満／以上」と規定する例



（
複
数
の
特
定
被
監
護
者
等
が
い
る
支
給
認
定
保
護
者
に
係

る
特
例
）

第
十
四
条
の
二
特
定
被
監
護
者
等
（
支
給
認
定
保
護
者
に
監
護

さ
れ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
者
で
あ
っ
て
、
支
給
認
定
保
護
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
十
七
条
の
二
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
二
人
以
上
い
る
場
合
の
支
給
認
定
保
護
者
に
係
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も
が
受
け
た
特
定
教
育
・

保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、

特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
又
は
特
例
保

育
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
、
法
第
二
十
八
条
第

二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
二

号
及
び
法
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
等
に
係

る
創
捌
調
貿
冠
望
増
調
測
廿
刺
廿
刊
司
斗
剛
利
潤
（
満
三
歳
以

上
保
育
認
定
子
ど
も
又
は
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が

受
け
た
特
定
教
育
・
保
育
等
に
あ
っ
て
は
、
五
万
七
千
七
百
円

未
満
）
で
あ
る
と
き
は
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
九

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

２
訓
囿
口
制
冠
洲
引
斗
剣
捌
調
創
沮
望
潤
調
引
剖
削
１
次
の
各

号
に
掲
げ
る
特
定
教
育
・
保
育
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二

百
十
三
号
）

に
定
め
る
調
到
矧
剛
Ⅶ
１

－
教
育
認
定
子
ど
も

教
育
認
定
子
ど
も
こ
手
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合

が
受
け
た
特
定
教
育
・
保
育
荊
凹
鋼

菫
二
～
九
（
略
）

機構法施行令第8条の2第1～4項関係

｢××額算定』 L準額」という文言を用いた規定を置き、その算定根拠を後の条で規定する例



、

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単

に
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に
掲
げ

る
判
樹
割
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が

選
択
す
る
額
と
す
る
。

（
表
略
）

２
（
略
）

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単

に
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に
掲
げ

る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が

選
択
す
る
額
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）
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機構法施行令第8条の2第1項第1号柱書関係

表の区分を指し示す際に、定義規定を置かずに「学交等」と規定する例

機＊§法施行令第8条の2第1項第1号表関係

【見出し修正】 「一 『○○』には、○○を含まない｡」〔｢○○の項において『○○』には、…」と

規定しない例〕

雲訓
４
大
学
引
口
削
１
別
科

（
機
械
又
は
装
置
の
修
理
、

保
守
又
は
操
作
、
製
造
、
加
工
、
建
設
、
医
療
、
栄
養

の
指
導
、
保
育
、
経
理
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
業

に
必
要
な
技
術
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
技
術
」
と

い
う
。
）
の
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
別
科
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。
）
剖
創
渕
刺
Ⅷ
（
第
六
条
を
除
き
、

以
下
同
じ
。
）
。

二
～
七
（
略
）

へ

略
一

（
略
）



夕

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単

に
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に
掲
げ

る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が

選
択
す
る
額
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

○
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る

法
律
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第

三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）

（
手
数
料
の
減
免
）

第
二
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
項
の
書
面
に
は
、
審
査
申
立
人
等
が
封
周
閑
調
渕
剖
咽
利

ゴ
Ｈ
到
判
濁
倒
荊
司
皿
Ｈ
叫
引
司
荊
Ｈ
計
剰
荊
引
圓
割
引
口
掴

て
は
当
該
扶
助
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
、
そ

の
他
の
事
実
を
理
由
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
事
実
を

証
明
す
る
書
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
扶
叶

飼
凶
副
州
馴
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
に
あ
っ
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樹 I法施行令第8条の2第1項第1号表関係

表の学；交等の区分に専攻科を含ませる例

雲一

へ

略
一

二
「
判
釧
１
回
剛
１
割
功
利
及
び
特
定
別
科
剖
割
湖
１

三
～
七
（
略
）

へ

略
…

へ

略
一

＃&構法施行令第8条の2第2項関係

｢生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第十一条第一項各号…に掲げる扶助を受けてい

る」



○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成

十
六
年
政
令
第
二
号
）

（
学
資
支
給
金
の
額
）

第
八
条
の
二
８
略
）

２
．
３
（
略
）

４
支
給
対
象
校
に
在
学
す
る
者
（
そ
の
者
が
澗
Ｈ
川
制

剖
樹
引
印
刎
諏
則
回
湖
Ⅷ
旬
刑
罰
伺
拙
濁
剖
咽
利
。
Ｈ

ゴ
璃
濁
衛
荊
司
刺
判
刈
副
引
潮
ゴ
Ｈ
廿
須
荊
引
同
調
ヨ

引
目
劉
劉
蜀
雪
園
型
調
刷
汕
剥
Ⅷ
Ｍ
ｄ
Ⅷ
側
割
引
句
刎
川
日
引
刈

州
副
劉
制
可
引
測
渕
判
引
叫
可
制
劃
別
側
判
割
判
剃
剖
判
例
引

笥
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
支
給
対
象
校
に
入

学
し
た
月
に
支
給
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ

い
て
は
、
第
一
項
の
表
各
項
の
下
欄
又
は
前
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
又

は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
の
定
め
る
額
に
そ
れ

ぞ
れ
二
四
○
、
○
○
○
円
を
加
え
た
額
と
す
る
。

号
の
規
定
Ｉ
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
閉

，
，
全
‐
‐
さ
れ
て
↓
た
者
又
は
頂
号
の
頬
定
Ｉ
よ
り

助
措
置
が
採
ら
れ
て
、
山
条
に
規
定

○
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

第
四
十
二
条
の
二
市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
が
、
当
該
市

町
村
（
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
で
あ
る
要
介
護
被
保
険
者

（
以
下
「
住
所
地
特
例
適
用
要
介
護
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に

係
る
特
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
あ
っ
て
は
、
施
設
所
在
市

町
村
を
含
む
。
）
の
長
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
」

と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
、

当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
（
地
域
密
着

型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
別

施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
食
事
の

提
供
に
要
す
る
費
用
、
周
田
口
勇
制
引
笥
用
そ
の
他
の
日
常
生

活
に
要
す
る
費
用
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
地
域
密
着

型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
要
介
護
被

保
険
者
が
、
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
に
係
る
種
類
以
外
の
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

1

1幾構法施行令第8条の2第2項柱書関係

｢満十八歳となる日の前日において児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第

一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されていた者〔又は/若しくは〕同

号の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所していた者そ

の他これらに類するものとして文部科学省令で定める者」

機構法施 ﾃ令第8条の2第2項関係
｜
ｒ
‐ ロ

｜
Ｎ
ｐ

■
■畠に要する費用」



○
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
等
を
経
営
す
る
者
の
責
務
）

第
百
六
条
の
二
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
を
経
営
す
る
者

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
も
の
（
市
町
村
の
委
託
を

受
け
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
う
者
を
含
む
。
）
は
、
当
該
事
業
を

行
う
に
当
た
り
自
ら
が
そ
の
解
決
に
資
す
る
支
援
を
行
う
こ

と
が
困
難
な
地
域
生
活
課
題
を
把
握
し
た
と
き
は
、
当
該
地
域

生
活
課
題
を
抱
え
る
地
域
住
民
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ

て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
支
援
関
係
機
関
倒
渕

副
封
攪
例
凶
到
岨
を
検
討
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
援
関
係
機
関
に
対
し
、
当
該
地

域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
支
援
を
求
め
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

（
基
本
理
念
）

第
一
条
の
二
（
略
）

一
（
略
）

二
各
特
別
会
計
に
つ
い
て
一
般
会
計
と
区
分
し
て
経
理
す

る
必
要
性
に
つ
き
不
断
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、

計
へ
の
統
合
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
租
税
収
入
が
特
別
会

計
の
歳
出
の
財
源
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
租
税

収
入
が
一
般
会
計
の
歳
入
と
さ
れ
た
上
で
当
該
特
別
会
計

が
必
要
と
す
る
金
額
が
一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
国
全
体
の
財
政
状
況
を
一
般
会
計
に
お
い
て

総
覧
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
こ
と
。

存

場
合
に
は
、
一
般
会

21

■
ｊ
二
０幾構法施行令第8条の2第2項関係

｢…による支援の』吸要性」

幾構法施行令第8条の2第2項関係

｢…の必；冨性がないと認められる…」



○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
の
変
更
が
あ
っ
た
場

合
の
取
扱
い
）

第
四
十
八
条
の
九
の
十
六
（
略
）

２
～
５
（
略
）

６
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
十
一
日
か

ら
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
六
月
十
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
当
該
年
度
分
の
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額

の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
市
町
村
は
、
法
第
三
百
二
十
一

通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
仮
特
別
徴
収
税
額
を
特
別
徴
収
の

方
法
に
よ
っ
て
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
第

三
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
当
該
年
度
分
の
年
金

所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
で
あ

っ
て
、
同
号
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
に
お
け
る
仮
特
別
徴
収
税

額
通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
仮
特
別
徴
収
税
額
を
特
別
徴
収

の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
市
町
村

が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
表
略
）

７
～
Ⅲ
（
略
）

口
捌
制
副
当
該
変
更
が
あ
っ
た
期

条
の
七
の
八
第
一

同
表
の
欄
ｒ
定
め
る

か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
柵

ロ
、

期
間
に
お
け
る
仮
特
別
徴
収
税
額

区
分
ｒ
そ
れ
ぞ

第
一
条
（
略
）

２
（
略
）

３
大
学
又
ま
垂

大
学
又
は
専

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

割
の
う
ち
、
教
員
に
面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等

の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定

め
る
者
（
第
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受

講
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に

つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
若
し
く
は
専
修
学
校

の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
当
た
り
の
合

計
額
が
八
八
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等

の
種
別
及
び
通
学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額

と
す
る
。

修
学
校
個
お
い
刃
逓
信
Ｉ
よ
る
教
育
を
受
け
る
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｢○○の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる○○の区分に応じ､」／「それぞれ同表の下欄

に定める○○」

機構法施行令第8条の2第3項関係

｢において通信による教育を受ける…者」



第
三
条
（
略
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
障
害
児
を
父
及
び
母
が
監
護

○
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九

○
児
童
手
当
法

（
支
給
要
件
）

第
四
条
児
童
壬

に
支
給
す
る
。

一
●
一
一
（
》

三
父
母
等

・

二

（

略

児
童
手

本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の

四
（
略
）

２
～
４
（
略
）

○
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案

（
報
告
等
）

第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限

度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
刺
對
訓
剖

綱
糊
渕
引
割
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報

告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を

命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る
こ
と

命
じ
、
又
皿

が
で
き
る
。

の
〃
全
〃
１
Ｊ
・
犯
壼
へ
唾蕗

法
律
第
百
三
十
四
号
）

（
支
給
要
件
）

）

父
母
等
又
は
父
母
指
定
者
の
い
ず
れ
に
も
監
護
さ
れ
ず

又
は
こ
れ
ら
と
生
計
を
同
じ
く
し
な
い
支
給
要
件
児
童
を

監
護
し
、
か
つ
、
そ
伽
判
到
剃
捌
岨
面
河
引
笥
で
あ
っ
て
、
日

当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

…

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

す
る
と
き
は
、
当
該
父
又
は
母
の
う
ち
、
主
と
し
て
当
該
障
害

児
伽
封
訓
剖
綱
樹
渕
副
割
（
当
該
父
及
び
母
が
い
ず
れ
も
当
該

障
害
児
の
生
計
を
維
持
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
父

又
は
母
の
う
ち
、
主
と
し
て
当
該
障
害
児
を
介
護
す
る
者
）
に

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
５
（
略
）
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幾構法施行令第8条の2第4項柱書関係

｢○○の生計を維持する者」



○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
百
十
八
号
）

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
七
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
・
二
（
略
）

三
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
者
測
胡
そ
の
属
す
る
世
帯

の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
叫
司
叫
司
当
該
療
養
の

給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療
養
の
給
付

を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
例
に
よ

り
算
定
し
た
調
剖
剖
剣
叫
洵
調
が
二
百
十
万
円
以
下
で
あ

る
者

○
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）

附
則

（
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
に
対
す
る
高
額
療

養
費
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条
（
略
）

２
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
同
一

の
月
に
一
の
病
院
等
か
ら
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
民
税
経
過
措
置

対
象
被
保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
は
、

第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
療
養
費
の
額
に
、
当
該
被
扶
養
者

ご
と
に
算
定
し
た
第
二
割
回
矧
例
引
調
洲
引
潮
一
引
口
掲
倒

副
調
剖
摺
淵
ｕ
制
調
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

と
す
る
。
）
劃
剖
劉
ｕ
矧
調
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

３
～
８
（
略
）
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1幾構法施行令第8条の2第4項柱書関係

｢○○〔人〕及び○○〔人〕について…額…を合算した額」

機構法施行令第8条の2第4項柱書関係

｢第○号に掲げる額から第○号に掲げる額を控除した額…を合算した額」



○
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
四
号
）

第
五
十
六
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
項
の
基
礎
年
金
に
相
当
す
る
部
分
の
額
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

一
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
六
十
五
歳
以
上

の
各
受
給
権
者
に
つ
い
て
算
定
し
た
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

額
の
合
算
額
と
各
受
給
権
者
に
つ
い
て
算
定
し
た
ハ
に
掲

げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額

イ
ー
ハ
（
略
）

二
～
四
（
略
）

五
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
通
算
遺
族
年
金
イ
に
掲
げ

る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

イ
当
該
通
算
遺
族
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
を
合
算
し
た
額
を
、
そ

の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

期
間
の
月
数
を
合
算
し
た
月
数
で
除
し
て
得
た
額
到
制
刎

調
洲
国
民
年
金
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
遺
族
基
礎

年
金
の
額
を
三
百
で
除
し
て
得
た
額
を
超
え
る
剖
剖
國
寸

当
該
額
剖
ｕ
ｌ
引
例
調
ロ
ー
叫
利
澗
刎
淵
劉
洲
捌
副
剖
剖

剛
１
コ
測
剖
四
捨
五
入
ｕ
ｄ
矧
矧
須
川
割
引
引
引

ロ
（
略
）

六
～
十
五
（
略
）

○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第

五
十
八
号
）

（
退
職
年
金
等
の
額
の
う
ち
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
老
齢
年
金

の
額
に
相
当
す
る
部
分
）

第
八
十
五
条
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
百
二
十
条
第
四
号
に

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
費
用
の
う
ち
同
号
の
規
定
に
よ
り

そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
部
分

に
相
当
す
る
費
用
は
、
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
及
び
通
算

退
職
年
金
（
こ
れ
ら
の
年
金
の
う
ち
、
そ
の
受
給
権
者
が
六
十

五
歳
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
年
度
に
お
い
て
支
給
し

た
当
該
年
金
の
額
の
総
額
に
、
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
年
金

に
係
る
老
齢
年
金
加
算
額
相
当
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
一
副
刺

に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）

欄
の
端
数
が
あ
る

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
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1幾構法施行令第8条の2第4項柱書関係

①算定した額が一定の閾値に達した場合の処理及び②算定した額の端数処理を同一のかっこ内に

規定する例

機構法施行令第8条の2第4項柱書関係

｢○円未満の端数がある場合には､」



○
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）

（
俸
給
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条
切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
で
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に

お
い
て
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律

第
八
十
六
号
。
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
改
正
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

支
給
す
る
。

一
～
三

２
．
３
霧

な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除

く
。
）
に
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
俸
給

月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
（
給
与
法
附
則
第
八

項
の
表
の
俸
給
表
欄
に
掲
げ
る
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第

八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の

級
が
給
与
法
附
則
第
八
項
の
表
の
職
務
の
級
欄
に
掲
げ
る
職

務
の
級
以
上
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
職
員
」

と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る

最
初
の
四
月
一
日
（
特
定
職
員
以
外
の
者
が
五
十
五
歳
に
達
し

た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
後
に
特
定
職
員
と
な
っ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
職
員
と
な
っ
た
日
）
以
後
、
当
該

額
に
百
分
の
九
十
八
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
俸
給
と
し
て

を
生
じ
た
と
き
は

（
略
）

（
略
）

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と

）
に
達
し

○
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
及
び
型
式
適
合
検

定
の
手
数
料
）

第
四
十
条
（
略
）

２
（
略
）

３
法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
型
式
適
合
検

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ

る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
製
造
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う

者
に
限
る
。
）
が
、
当
該
型
式
適
合
検
定
の
申
請
書
に
、
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国

に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
の
行
っ
た
当
該
申
請
に
係
る

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
形
状
等
と
法
第
二
十
一
条
の
四
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
承
認
を
受
け
た
検
定
対
象
機
械
器

具
等
の
型
式
に
係
る
形
状
等
と
の
同
一
性
を
判
定
し
得
る
検

査
結
果
を
記
載
し
た
書
類
で
総
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も
別

の
を
添
付
し
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
型
式
適
合
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
付
す
べ
き

手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
三
に
定
め
る
額
（
同
項
第
二
号
に
該

当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総

務
大
臣
が
定
め
る
額
）
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
ゴ
刈
剖
切
刎
掛
可
矧

調
剖
詞
副
Ｊ
と
す
る
。

４
（
略
）

1
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（
遺
族
年
金
の
額
の
最
低
保
障
）

第
四
十
五
条
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
六
条
第
三
項
に

規
定
す
る
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
遺
族
年
金
の
最
低
保
障

の
額
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
七
十
八
万
九
百
円

○
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第|’

に
改
定
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
Ｊ
判
例
封
調
回
到
Ｈ
川
村
澗
刎

五
十
六
号
）
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○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
施
設
型
給
付
費
等
の
支
給
の
基
準
及
び
費
用
の
負
担
等
に

関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
（
略
）

一
（
略
）

イ
こ
の
法
律
の
施
行
前
の
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和

五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
私
立

幼
稚
園
（
国
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村

以
外
の
者
が
設
置
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
経
常
的
経
費
に
充
て
る
た
め
の
国
の

補
助
金
の
総
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
の
補
助
金

の
総
額
」
と
い
う
。
）
、
私
立
幼
稚
園
に
係
る
保
護
者
の
負

担
額
、
当
該
施
設
型
給
付
費
の
支
給
に
係
る
支
給
認
定
教

育
・
保
育
を
行
っ
た
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
所
在
す
る

地
域
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
支

給
認
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
現
に
支
給
認
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
の

額
）
か
ら
政
令
で
定
め
る
額
を
限
度
と
し
て
当
該
支
給
認

定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事

情
を
勘
案
し
て
市
町
村
が
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た

ロ
（
略
）

一
一
●
一
一
一
（
》

２
～
４
（
略
） （
略

調
剖
当
該
額
が
零
を
下
回
る

）

（
略
）

場
合

零
と
す
る

○
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

（
児
童
手
当
の
額
）

第
六
条
（
略
）

一
（
略
）

イ
（
略
）

ロ
（
略
）

①
（
略
）

帥
当
該
支
給
要
件
児
童
の
全
て
が
三
歳
に
満
た
な

い
児
童
、
三
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
の
児
童
又
は
十

五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を

経
過
し
た
児
童
で
あ
る
場
合
一
万
五
千
円
に
当
該

三
歳
に
満
た
な
い
児
童
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、

一
万
五
千
円
に
当
該
三
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
の
児

童
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
五
千
円
を
控
除
し
て

得
た
調
４
当
該
支
給
要
件
児
童
の
う
ち
に
三
歳
以
上

小
学
校
修
了
前
の
児
童
が
い
な
い
易
剖
口
剛
１
覇
剖

制
創
判
）
と
を
合
算
し
た
額

⑰
（
略
）

②
（
略
）

ハ
（
略
）

二
（
略
）

２
（
略
）
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｢ただし、…場合については、 ･･･とする｡」

○
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年

政
令
第
三
百
二
十
三
号
）

（
国
等
に
よ
る
全
国
が
ん
登
録
情
報
及
び
都
道
府
県
が
ん
情

報
の
保
有
の
期
間
の
限
度
）

第
九
条
全
国
が
ん
登
録
情
報
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
政
令
で

定
め
る
期
間
は
、
全
国
が
ん
登
録
情
報
に
つ
い
て
法
第
二
章
第

三
節
の
規
定
に
よ
る
利
用
（
同
条
に
規
定
す
る
受
領
情
報
の
利

用
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
情
報
の
利
用
」

と
い
う
。
）
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た

日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
又
は
当
該
全
国
が
ん
登

録
情
報
を
利
用
す
る
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
実
施
す
る
期

間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
と
す
る
。
矧
制
ｕ
‐

全
国
が
ん
登
録
情
報
を
長
期
に
わ
た
り
分
析
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
そ
の
他
の
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
に
必
要
な
場
合
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
淵
剖
回
訓
Ⅷ
可
削
１
当
該
全
国

が
ん
登
録
情
報
に
つ
い
て
情
報
の
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三

十
一
日
又
は
当
該
全
国
が
ん
登
録
情
報
を
利
用
す
る
が
ん
に

係
る
調
査
研
究
を
実
施
す
る
期
間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
ま
で
の
間
副
詞
副
１

２
（
略
）

○
石
油
ガ
ス
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）

（
納
税
地
）

第
八
条
石
油
ガ
ス
税
の
納
税
地
は
、
石
油
ガ
ス
の
充
て
ん
場
か

ら
移
出
さ
れ
た
課
税
石
油
ガ
ス
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
石
油
ガ
ス
の
充
て
ん
場
の
所
在
地
と
し
、
保
税
地
域
か
ら
引

き
取
ら
れ
る
課
税
石
油
ガ
ス
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

保
税
地
域
の
所
在
地
と
す
る
。
甘
酒
ｕ
’
第
六
条
第
二
項
の
規

定
に
該
当
す
る

ガ
ス
税
の
納
税
地
は
、
政
令
で
定
め
る
。

り
難
↓
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合

」
と
そ
の
他
の
琿
由
よ
り
本
文
の
頬
定
Ｉ

に
お
け
る
石
油
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の
保
有
の
期
間
の
限
度
）

第
九
条
全
国
が
ん
登
録
』

定
め
る
期
間
は
、
全
国
志

九
条
全
国
が
ん
登
録
情

○
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年

が
ん
登
録
情
報
に
つ
い
て
情
報
の
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三

十
一
日
又
は
当
該
全
国
が
ん
登
録
情
報
を
利
用
す
る
が
ん
に

係
る
調
査
研
究
を
実
施
す
る
期
間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
ま
で
の
問
と
す
る
。

２
（
略
）

ｕ
ｄ
厚
生
労

政
令
第
三
百
二
十
三
号
）

報
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
政
令
で

定
め
る
期
間
は
、
全
国
が
ん
登
録
情
報
に
つ
い
て
法
第
二
章
第

三
節
の
規
定
に
よ
る
利
用
（
同
条
に
規
定
す
る
受
領
情
報
の
利

用
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
情
報
の
利
用
」

と
い
う
。
）
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た

日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
又
は
当
該
全
国
が
ん
登

録
情
報
を
利
用
す
る
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
実
施
す
る
期

間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
と
す
る
。
た
だ
し
、

全
国
が
ん
登
録
情
報
を
長
期
に
わ
た
り
分
析
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
そ
の
他
の
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
に
必
要
な
獄
針
剖

（
国
等
に
よ
る
全
国
が
ん
登
録
情
報
及
び
都
道
府
県
が
ん
情
報

働
省
令
て
定
め
る
場
△

当
該
全
国
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第
一
条
（
略
）

○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

２
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽

減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令
で

定
め
る
者
は
、
保
護
者
等
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
道
府
県
民
税

所
得
割
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」

と
い
う
。
）
が
支
給
さ
測
引
引
例
同
制
引
料
圏
（
当
該
月
が
四
月

か
ら
六
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
○
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
矧
例
墹
刺
制
濁
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
刎
渕
沮
口
渕
副
道
府
県
民
制
（
同
法
の
規

定
に
よ
る
都
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得

割
（
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
（
就
学
支
援
金
が
支
給
さ

れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
を
合
算
し
た
額

（
保
護
者
等
が
二
人
以
上
い
る
と
き
は
、
そ
の
全
員
の
道
府
県

民
税
所
得
割
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
と
を
合
算
し

た
額
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
）

（
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は

認
め
ら
れ
な
い
者
等
）

が
五
十
万
七
千
円
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。
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○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
）

（
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認

め
ら
れ
な
い
者
等
）

第
一
条

２
去法

刎
項
口
樹
Ｎ
ｄ
同
ｕ
Ｊ
‐
矧
刎
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
道
府
県
民
税
（
同
法
の
規

定
に
よ
る
都
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得

割
（
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
（
就
学
支
援
金
が
支
給
さ

れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
額
と
を
合
算
し
た
額

（
保
護
者
等
が
二
人
以
上
い
る
と
き
は
、
そ
の
全
員
の
道
府
県

民
税
所
得
割
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
と
を
合
算
し

剖
伽
剖
到
一
ハ 第

三
条
第
二
項
第
三
号
の
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令

で
定
め
る
者
は
、
保
護
者
等
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
道
府
県
民

税
所
得
割
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」

と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る

月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
そ
の
託
・
‐
以
下
》

へ

略
…

吾
の
属
す
。
．
．
‘
（
当
該
月
力

’
四
月

た
額
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
五
十
万
七
千
円
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。
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○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

第
四
条

２
他
宏法

成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
）

（
支
給
限
度
額
の
加
算
）

第
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
受
給
権
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
に
政
令
で
定
め
る
額

を
加
え
た
額
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

す
る
額
を
加
え
た
額

二
・
三
（
略
）

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
保
護
者
等
の
道
府
県
民
税
所
得
割
の
額
と
市
町
村
民
税

所
得
割
の
額
と
を
合
算
し
た
額
が
二
十
五
万
七
千
五
百
円

未
満
で
あ
る
受
給
権
者
（
保
護
者
等
（
保
護
者
等
が
二
人
以

上
い
る
と
き
は
、
そ
の
全
目
見
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

当
該
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
例
澗
謝
期
則
側
樹
Ⅷ

権
者
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
保
護
者
等
国
内
居
住

受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
に
限
り
、
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）
当
該
受
給
権
者
の
支
給
対
象
高
等
学
校

等
に
つ
い
て
の
前
条
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
当
該
額
の
二
分
の
一
に
相
当

て
地
方
税
法
の
施
行
地
Ｉ
住
所
を
有

へ

略

者
で
あ
る
受
給
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▲

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二

百
十
三
号
）

（
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
額
）

第
四
条
（
略
）

一
～
三
（
略
）

四
支
給
認
定
保
護
者
及
び
当
該
支
給
認
定
保
護
者
と
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
者
が
特
定
教
育
・
保
育
の
あ
っ
た
月
の
属

す
る
年
度
（
特
定
教
育
・
保
育
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
八

月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の

規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村

（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
当
該
所
得
割
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、

○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六

護
者
壺

五
（
略
）

２
～
４
露 へ

略

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

（
相
続
税
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

訓
剖
割
叫
樹
Ⅷ
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

支
給
認
定
保
護
者
又
は
養
育
里
親
等
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規

定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
、
同
法
第

六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
又
は
同
法
第
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
（
乳
児
院
、
児
童
養

護
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
に

限
る
。
）
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
支
給
認
定
保

護
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
三
千
円

当
該

｜
Ｆ
１
雪
訓
期
日
Ｌ
お
↓
て
同
法
の
施
行
地
に
件

…

第
七
十
八
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
二
項
の
規
定
は
、
相
続
若
し
く
は
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ
り

沖
縄
に
あ
る
財
産
を
取
得
し
た
者
で
当
該
財
産
を
取
得
し
た

時
に
お
い
て
相
続
税
法
の

（
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
の
当
該
財

産
に
係
る
相
続
税
又
は
贈
与
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

地
行
地
ｒ
芥
を
有
し
ょ
、

も
の
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（
前
翅
局
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
の
額
）

第
四
十
条
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
保
険
者
か
ら

徴
収
す
る
前
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
の
額
は
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
百

三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
支
払
基
金
の
業
務
に
関

す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
を
基
礎
と
し
て
、

各
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
数
に
応
じ
、
厚
生
労
働
笥
制

○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律

第
六
十
条
（
略
）

２
責
任
準
備
金
の
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
給

付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
予
想
額
の
現
価
か
ら
掛
金
収
入
の

額
の
予
想
額
の
現
価
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
、
厚
生
労

働
割
制
制
週
刷
引
剖
副
引
口
渕
叫
劉
圃
ｕ
制
調
削
剥
副
１

３
最
低
積
立
基
準
額
は
、
加
入
者
等
の
当
該
事
業
年
度
の
末
日

ま
で
の
加
入
者
期
間
に
係
る
給
付
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基

準
に
従
い
規
約
で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
費
用
の
額
の
予
想

額
を
計
算
し
、
こ
れ
ら
の
予
想
額
の
合
計
額
の
現
価
と
し
て
厚

生
労
働
割
引
剃
剖
制
叫
引
剖
引
刈
測
制
制
則
副
司
ｕ
廿
調
川
荊
剣
判

○
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）

（
積
立
金
の
額
）

第
八
十
号
）

で
定
め
る
と
こ
ろ
ｒ
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
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○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
百
十
八
号
）

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
七
条
法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
所
得
の

額
の
算
定
は
、
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年
（
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か

ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
所
得
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、

第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す

る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
世
帯
主
で

あ
っ
て
、
同
日
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
年
齢
十
九
歳
未
満
の
者
で
同
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地

方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九

十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い

う
。
）
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て

「
控
除
対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）

と
す
る
。

１
＃
股上
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二
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の

十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
六
歳
未
満
の
控

除
対
象
者
の
数
に
三
十
三
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同

日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
六
歳
以
上
十
九
歳
未
満
の
控
除

対
象
者
の
数
に
十
二
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

２
．
３
（
略
）

例
劉
劃
引
目
測
Ⅷ
利
創
刊
別
引
例
劃
訓
調
か
ら
地
方
税
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ|
る
控
除
を
し
た
後
の
金
額
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第
一
条
（
略
）

○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
）

（
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は

認
め
ら
れ
な
い
者
等
）

２
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽

減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令
で

定
め
る
者
は
、
保
護
者
等
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
道
府
県
民
税

所
得
割
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」

と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る
別
刺
鳳
制
引
料
闘
（
当
該
月
が
四
月

か
ら
六
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
○
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
矧
刎
俎
対
制
濁
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
刎
制
沮
口
渕
副
道
府
県
民
制
（
同
法
の
規

定
に
よ
る
都
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得

割
（
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
（
就
学
支
援
金
が
支
給
さ

れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
を
合
算
し
た
額

（
保
護
者
等
が
二
人
以
上
い
る
と
き
は
、
そ
の
全
員
の
道
府
県

民
税
所
得
割
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
と
を
合
算
し

た
額
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
五
十
万
七
千
円
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。
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（
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
特
別
徴
収
に
係
る
住
民

税
の
特
例
等
）

第
八
条
（
略
）

２
～
６
（
略
）

７
市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
特

例
適
用
利
子
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
三
百
十
三
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百
十
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
前
年
中
の
特
例
適
用
利

子
等
の
額
に
対
し
、
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
次
項
第
四
号
刎

珂
到
日
矧
引
則
詞
引
謝
釧
剤
馴
劉
制
卿
圀
到
ヨ
引
付
川
鍋
例
。
例

○
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十

分
の
三
（
当
該
個
人
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る

場
合
に
は
、
百
分
の
四
）
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に

相
当
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
（
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
い
う
。
以
下
「
市
町
村
民
税

の
所
得
割
」
と
い
う
。
）
を
課
す
る
。

８
（
略
）

９
市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
特

例
適
用
配
当
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
三
百
十
三
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百
十
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
前
年
中
の
特
例
適
用
配

当
等
の
額
に
対
し
、
特
例
適
用
配
当
等
の
額
（
第
十
一
項
第
四

号
到
制
矧
口
刈
卯
調
刮
割
引
制
削
剥
割
刷
園
劉
斗
司
Ｈ
叫
剰
例

に
百
分
の
三
（
当
該
個
人
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有

す
る
場
合
に
は
、
百
分
の
四
）
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金

四
号
）

：
．
眉
用
が
あ
る
合
こ
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
轤

劃
□
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
纈

一
三
・
■
．
■
三
・
■
■

■
■
勺
■
■
。
■
■

に

百…

○
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方

税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十

六
号
）
（
配
当
等
に
対
す
る
特
別
徴
収
に
係
る
住
民
税
の
税
率
の
特

例
等
）

第
三
条
の
二
の
二
（
略
）

２
～
９
（
略
）

蛆
市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き

特
定
外
国
配
当
等
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

十
四
号
に
掲
げ
る
利
子
等
（
同
号
ロ
に
規
定
す
る
国
外
一
般
公

社
債
等
の
利
子
等
及
び
同
号
二
に
規
定
す
る
国
外
私
募
公
社

債
等
運
用
投
資
信
託
等
の
配
当
等
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
っ
て
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
条
約
適
用
利
子
等
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第

二
項
並
び
に
第
三
百
十
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他

の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
前
年
中
の
当
該
条
約
適
用
利
子
等
に

係
る
利
子
所
得
の
金
額
、
配
当
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金

額
、
一
時
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
対

し
、
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
次
項
第
四
号
例
制
冠
口
渕
叫
詞

刮
観
引
渕
釧
判
割
卿
園
到
ヨ
引
廿
叫
須
副
引
剴
側
剥
圃
呵
週
別
科

額
に
相
当
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。

Ⅷ
～
昭
（
略
）

か
ら
第
一
項
の
限
度
税
率
を
控
除
し
て
得
た
率
に
五
分
の
三

（
当
該
個
人
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合

に
は
、
五
分
の
四
）
を
乗
じ
て
得
た
率
（
当
該
個
人
が
第
三
項

）
に
百
分
の
五
の
税
率
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詞
ヨ
司
Ｈ
剛
鋼
例
ゴ
刎
剥
沮
刎
週
別
科
捌
副
劉
剖
側
剛
１
引
例

適
用
倒
刺
封
調
）
に
百
分
の
五
の
税
率
か
ら
第
一
項
の
限
度
税

率
を
控
除
し
て
得
た
率
に
五
分
の
三
（
当
該
個
人
が
指
定
都
市

の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
五
分
の
四
）
を
乗
じ

て
得
た
率
（
当
該
個
人
が
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

合
に
は
、
百
分
の
三
（
当
該
個
人
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住

所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
百
分
の
四
）
の
税
率
）
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。

岨
～
岨
（
略
）

1211
額
（
第
十
四
項
第
四
ロ

市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き

特
定
外
国
配
当
等
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
配
当
等
で
あ
っ
て
第
一
項
又
は
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
四

項
ま
で
に
お
い
て
「
条
約
適
用
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百

十
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、

そ
の
前
年
中
の
当
該
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配

当
所
得
及
び
雑
所
得
の
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
約

適
用
配
当
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
条
約
適
用
配
当
等
の

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
百
分
の
三
（
当
該
個
人

が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
百
分
の

四
）
の
税
率
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
市
町
村

民
税
の
所
得
割
（
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
所
得
割
を
い
う
。
次
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
四
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
課
す
る
。

（
略
）

の
規
定
」
よ
り
皿
み
替
え
ら
れ
ナ
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○
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

第
二
十
三
条
詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
旧
保
険
給
付

を
受
け
た
者
か
ら
の
当
該
旧
保
険
給
付
に
要
し
た
費
用
の
全

部
又
は
一
部
の
徴
収
、
当
該
旧
保
険
給
付
に
関
し
虚
偽
の
証
明

又
は
不
正
な
健
康
保
険
印
紙
の
ち
ょ
う
付
若
し
く
は
消
印
を

し
た
事
業
主
及
び
保
険
者
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
診
断
書
に
虚

偽
の
記
載
を
し
た
保
険
医
に
対
す
る
徴
収
金
を
納
付
す
べ
き

こ
と
の
命
令
並
び
に
詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
旧

日
雇
健
保
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の

支
払
又
は
旧
日
雇
健
保
法
第
十
七
条
第
三
項
（
旧
日
雇
健
保
法

第
十
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
支
払
を
受
け
た
旧
日
雇
健
保
法
第
十
条
第
五
項
第
一

号
に
掲
げ
る
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
か
ら
の
そ
の
支

払
っ
た
額
の
返
還
及
び
そ
の
調
口
司
矧
呵
十
剖
剰
叫
洵
調
の

支
払
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
三
条

○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

（
指
定
都
市
の
特
例
）

項
に
お
い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
こ
の
法

律
の
規
定
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
区
及

び
総
合
区
を
市
と
、
区
長
及
び
総
合
区
長
を
市
長
と
み
な
す
。

２
（
略
）

」
の
十
九
第
項
に
規
定
す
る
指
定
部

三
ム
ロ
俵
（
“
・
和
十
一
・
．
六
七
［

茨
41

1

1幾構法施行令第8条の2第4項第1 ．2号関係

｢額に百分の○○を乗じた額」

1

1

坐也

厩･'1 I法施行令第8条の2第4項第2号関係

｢地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項に規ラ 呈する指定都市」



「巧ち声両雲蔀惠 －

○
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）

（
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
つ
い
て
の
総
合
課
税
に
係
る
所
得

税
の
課
税
標
準
等
の
計
算
）

第
二
百
九
十
二
条
非
居
住
者
の
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
（
総

合
課
税
に
係
る
所
得
税
の
課
税
標
準
、
税
額
等
の
計
算
）
に
規

定
す
る
総
合
課
税
に
係
る
所
得
税
（
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項

第
一
号
イ
（
非
居
住
者
に
対
す
る
課
税
の
方
法
）
に
掲
げ
る
国

内
源
泉
所
得
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
恒
久
的
施
設
帰

属
所
得
」
と
い
う
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
課
税
標
準
及

び
税
額
に
つ
き
、
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
各
号
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
（
略
）

二
法
第
四
十
五
条
（
家
事
関
連
費
等
の
必
要
経
費
不
算
入
等
）

同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
租
税

又
は
延
滞
金
若
し
く
は
加
算
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
所
得
税
等
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
外
国
又
は
そ
の
地
方
公

共
団
体
口
測
刎
割
調
司
刈
引
所
得
税
等
に
相
当
す
る
も
の
の

額
（
法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
（
非
居
住
者
に
係
る
外

国
税
額
の
控
除
）
に
規
定
す
る
控
除
対
象
外
国
所
得
税
の
額

を
除
く
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。

二
～
十
三
（
略
）

２
～
４
（
略
）

○
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）

（
外
国
法
人
税
の
範
囲
）

第
百
四
十
一
条
法
第
六
十
九
条
第
一
項
（
外
国
税
額
の
控
除
）

に
規
定
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
り
課
さ
れ
る
法
人
税
に
相
当

す
る
税
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
外

国
又
は
そ
の
地
方
公
共
団
体
ロ
到
川
法
人
の
所
得
を
課
税
標

準
と
し
て
謝
剖
測
引
税
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
外
国
法
人

税
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
外
国
又
は
そ
の
地
方
公
共
団
体
刷
刊
制
剥
醐
創
刈
剃
次
に
掲
げ

る
税
は
、
外
国
法
人
税
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四
（
略
）

３
外
国
又
は
そ
の
地
方
公
共
団
体
卿
同
制
剰
四
則
刈
引
次
に
掲
げ

る
税
は
、
外
国
法
人
税
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
～
四
（
略
）
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○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
等
と
の
調
整
）

第
七
条
自
立
支
援
給
付
は
、
当
該
障
害
の
状
態
に
つ
き
、
介
護

保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
介

護
給
付
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
規
の
規

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
五
十
号
）

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

第
十
二
条
特
定
医
療
費
の
支
給
は
、
当
該
指
定
難
病
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
つ
き
、
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給

事
業
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
自
立
支
援
給
付

に
相
当
す
る
も
の
を
受
け
、
又
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
は
政
令
で
定
め
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
政
令
で
定
め
る
給

付
又
は
事
業
以
外
の
給
付
で
あ
っ
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体

の
負
担
に
お
い
て
自
立
支
援
給
付
に
相
当
す
る
も
の
が
行
わ

れ
た
と
き
は
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
行
わ
な
い
。

定
に
よ
る
療
養
の
給
付

も
の
の
う
ち
特
定
医
療
費
の
支
給
に
相
当
す
る
も
の
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
政
令
で
定
め
る
限
度
に
お
い
て
、
当

該
政
令
で
定
め
る
給
付
以
外
の
給
付
で
あ
っ
て
国
又
は
地
方

公
共
団
体
の
負
担
に
お
い
て
特
定
医
療
費
の
支
給
に
相
当
す

る
も
の
が
行
わ
れ
た
と
き
は
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
行
わ
な
い
。

付

ｊ
他
俵
令
。
’

で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る

又
は

○
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法

律
第
百
十
一
号
）

（
他
の
法
律
に
よ
る
給
付
等
と
の
調
整
）

第
十
四
条
補
償
給
付
の
支
給
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
政

令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
当

該
補
償
給
付
に
相
当
す
る
綱
州
雪
を
支
給
す
べ
き
者
は
、
そ
の

支
給
さ
れ
た
補
償
給
付
の
価
額
の
限
度
で
当
該
給
付
等
を
支

給
す
る
義
務
を
免
れ
る
。

２
（
略
）

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
等
と
の
関
係
）

第
七
条
遺
族
給
付
金
（
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
す

る
額
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
障
害
給
付
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ

死
亡
及
び
障
害
を
原
因
と
し
て
、
犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族

に
対
し
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
よ
る
樹
州
禦
で
政
令
で
定
め
る
も

の
が
行
わ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、
そ
の
給
付
等
に
相
当
す
る
金

額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
限

度
に
お
い
て
、
支
給
し
な
い
。
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畷羅葹宕苓棗百棗而雪盲瑁砺酉葆‐
｢を調整する必要がある」

○
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）

（
水
防
事
務
組
合
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
）

第
三
条
の
四
水
防
事
務
組
合
の
議
会
の
議
員
は
、
組
合
規
約
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
、
当

該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
水
防

に
関
し
学
識
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
熱
意
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
の
う
ち
か
ら
選
挙
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
数
市

町
村
に
わ
た
る
水
防
上
の
特
別
の
利
害
割
對
廻
習
訶
引
凶
到
測

捌
副
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
組
合
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者

で
水
防
に
関
し
学
識
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
熱
意
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
に
つ
き
当
該
市
町
村
の
長
が
推
薦
し
た
者
の

う
ち
か
ら
選
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

市
町
村
の
長
が
推
薦
し
た
者
の
う
ち
か
ら
選
挙
さ
れ
る
議
員

の
数
は
、
当
該
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
選
挙
さ
れ
る
議
員
の

数
の
二
分
の
一
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
学
資
支
給
金
の
額
）

第
八
条
の
二
（
略
）

２
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高

等
専
門
学
校
機
構
が
設
置
す
る
高
等
専
門
学
校
又
は
国
若
し

く
は
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者

副
学
資
支
給
金
例
月
調
回
訓
Ⅷ
可
削
１
前
項
の
表
各
項
の
下
欄

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び

通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

額
の
範
囲
内
で
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

３
．
４
（
略
）

が
授
業
料
の
減
免
を
受
け
た
場
〈
到
国
お
開
削
ｄ
そ
の
者

罰
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機構法施行令第8条の2第5項柱書関係

｢の規定により算定される」

○
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

（
保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬
）

第
四
十
五
条
（
略
）

２
（
略
）

３
市
町
村
及
び
組
合
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
、
保

険
医
療
機
関
等
と
の
契
約
に
よ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に

お
い
て
行
わ
れ
る
療
養
の
給
付
に
関
す
る
第
一
項
の
療
養
の

給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
つ
き
、
前
項
刎
制
剋
口
渕
刎
寛
沮

剖
測
引
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

４
～
８
（
略
）

○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律

第
八
十
号
）

（
保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬
）

第
七
十
条
（
略
）

２
後
塑
局
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を

受
け
、
保
険
医
療
機
関
等
と
の
契
約
に
よ
り
、
当
該
保
険
医
療

機
関
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
療
養
の
給
付
に
関
す
る
前
項
の

療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
、
同
項
呵
矧
週
回
渕
刎
寛

君
割
刈
引
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
～
７
（
略
）

｢額を限度として」

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
施
設
型
給
付
費
の
支
給
）

第
二
十
七
条
（
略
）

２
（
略
）

３
（
略
）

一
（
略
）

二
政
令
で
定
め
る
損
剖
刷
閲
剖
ｕ
ｄ
当
該
支
給
認
定
保
護
妬

者
の
属
す
る
世
帯
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案

し
て
市
町
村
が
定
め
る
額

○
緑
の
気
候
基
金
へ
の
拠
出
及
び
こ
れ
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）

（
国
債
に
よ
る
拠
出
）

第
三
条
（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
拠
出
す
る
た
め
、
政
府
は
、
必
要
な
調

剖
隅
圏
副
ｕ
ｄ
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
（
略
）

４
～
８

へ

略
…

灘 I法施行令第8条の2第5項柱書関係



第
一
条
の
五
船
員
に
係
る
法
附
則
第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
附
則
第
一
条
の

三
各
号
に
掲
げ
る
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
障
害
等
級
に
対
応
す
る
法
附
則
第
五
条

の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
当
該
各
号
に
定
め

る
額
を
加
算
し
た
領
剖
刷
関
剖
ｕ
ｄ
総
務
割
制
制
劃
瑚
引
調

副
制
引
１

○
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二

百
七
十
四
号
）
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○
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

第
百
二
条
の
二
十
三
（
略
）

○
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五

号
）

第
七
条
（
略
）

２
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
過

封
口
避
難
指
示
の
対
象
と
な
っ
た
Ｊ
川
副
洲
刺
Ⅷ
区
域
に
わ
た

る
も
の
及
び
現
に
避
難
指
示
（
第
四
条
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
指

示
で
あ
る
も
の
を
除
く
ｃ
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
区
域
（
同
条

第
五
号
に
規
定
す
る
近
く
避
難
指
示
が
全
て
解
除
さ
れ
る
見

込
み
で
あ
る
と
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
に
お
け
る
も
の
で
あ

っ
て
、
避
難
解
除
等
区
域
の
復
興
及
び
再
生
の
た
め
に
特
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
～
７
（
略
）

３
理
事
の
過
半
数
は
、
外
部
理
事
（
委
託
金
融
商
品
取
引
所
又

は
そ
の
子
会
社
（
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会

社
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
締
役
、
理
事

若
し
く
は
執
行
役
又
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
で
な
く
、
か

つ
、
過
封
口
委
託
金
融
商
品
取
引
所
又
は
そ
の
子
会
社
の
取
締

役
、
理
事
若
し
く
は
執
行
役
又
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と

な
っ
た
ゴ
剖
渕
樹
叫
者
よ
り
選
任
さ
れ
た
理
事
を
い
う
。
以
下

こ
の
目
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６
（
略
）

２
（
略
）

○
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

（
有
期
労
働
契
約
の
更
新
等
）

第
十
九
条
（
略
）

一
当
該
有
期
労
働
契
約
が
週
卦
口
反
復
し
て
更
新
さ
れ
た

ゴ
剖
洲
捌
副
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
契
約
期
間
の
満
了
時
に

当
該
有
期
労
働
契
約
を
更
新
し
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
有

期
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
、
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
に
解
雇
の
意
思
表
示

を
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約

を
終
了
さ
せ
る
こ
と
と
社
会
通
念
上
同
視
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
。

二
（
略
）
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○
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）

（
貸
与
期
間
）

第
百
二
十
条
の
六
学
資
金
を
貸
与
す
る
期
間
（
以
下
「
貸
与
期

間
」
と
い
う
。
）
は
、
貸
費
学
生
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら

の
属
す
る
月
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
っ
て
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
し
た
日
ま
で

に
正
規
の
課
程
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
貸
費
学

生
に
つ
い
て
は
、
防
衛
大
臣
は
、
貸
与
期
間
を
そ
の
正
規
の
課

程
を
終
了
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
貸
費
学
生
が
大
学

正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
日

○
国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）

（
船
舶
保
安
証
書
）

第
十
三
条
（
略
）

２
前
項
の
船
舶
保
安
証
書
（
以
下
「
船
舶
保
安
証
書
」
と
い
う
。
）

の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
有
効
期
間
が

満
了
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
国
士
交
通
省
令
で
定
め
る
事

由
に
よ
り
前
条
後
段
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
国
際
航
海
日
本
船
舶
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
当

該
事
由
に
応
じ
て
三
月
荊
現
割
引
列
Ⅷ
祠
圃
ｄ
国
土
交
通
割
制

司
泡
瑚
引
日
ま
で
の
間
、
そ
の
有
効
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
～
蛆
（
略
）

○
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）

（
条
例
で
技
術
的
細
目
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
制
限
を
強
化

し
、
又
は
緩
和
す
る
場
合
の
基
準
）

第
二
十
九
条
の
二
（
略
）

一
～
十
（
略
）

十
一
第
二
十
八
条
の
三
の
技
術
的
細
目
に
定
め
ら
れ
た
制

限
の
強
化
は
、
配
置
す
べ
き
緩
衝
帯
の
幅
員
の
最
低
限
度
に

つ
い
て
、
二
十
メ
ー
ト
ル
剖
趨
刻
樹
叫
銅
囲
矧
国
士
交
通
割

制
司
沮
刷
引
基
準
に
従
い
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二
（
略
）

２
（
略
）
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○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

（
給
付
金
の
非
課
税
）

第
四
十
一
条
の
八
市
町
村
又
は
特
別
区
か
ら
給
付
さ
れ
る
給
付

金
で
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

一
・
二
（
略
）

三
低
所
得
で
あ
る
高
齢
者
等
へ
の
支
援
等
の
観
点
か
ら
給

付
さ
れ
る
次
に
掲
げ
る
給
付
金

イ
（
略
）

ロ
平
成
二
十
八
年
度
対
象
笥
例
引
制
、
国
民
年
金
法
（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
五
条
第
二
号
に

掲
げ
る
障
害
基
礎
年
金
又
は
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
割
引
呵
仙
例
財
務
笥
制
司

沮
刷
副
割
（
イ
に
掲
げ
る
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
者
を

除
く
。
）
に
対
し
て
給
付
さ
れ
る
財
務
省
令
で
定
め
る
給

付
金

○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十

二
号
）
附
則
（
昭
和
六
○
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
一
○
八
号
）

（
退
職
一
時
金
等
の
支
給
を
受
け
た
者
に
対
す
る
取
扱
い
）

第
百
十
三
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
施
行
日
前
に
既
に
退
職
年
金
等
の

支
給
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
支
給
を
受
け
た
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
支
給
を
受
け
た
額
か
ら
、
そ
の
額
に
そ
の
者
が
施
行
日
前
に

お
い
て
当
該
退
職
年
金
等
の
支
給
剖
到
川
矧
期
制
刎
別
朔
（
そ

の
月
数
が
二
百
四
十
月
を
超
え
る
と
き
は
、
二
百
四
十
月
と
す

る
。
）
を
二
百
四
十
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

６
．
７
（
略
）
９
４

3
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1 幾柿法施行令第8条の3第2号関係

｢者のうち…者その他の○○省令で定める者」

4

1

竺豊且q

露･'1 i法施行令第8条の3第3項第2号関係

｢○○を受けた期間の月数」



●

機構法施行令第8条の3第3項第2号関係

｢月数（当該月数と…」

○
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
百
二
号
）

（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
）

第
三
条
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て

支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
そ
の

額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ

を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
と
す

ブ
（
》
○一
（
略
）

二
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎

年
金
の
額
に
、
そ
の
者
の
保
険
料
免
除
期
間
（
同
法
第
五
条

第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
免
除
期
間
を
い
い
、
他
の
法
令

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
免
除
期
間
と
み

な
さ
れ
た
期
間
を
含
み
、
同
法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保

険
料
に
係
る
期
間
を
除
く
。
）
の
月
数
の
六
分
の
一
（
同
法
第

五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間
に

あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間

の
月
数
の
十
二
分
の
一
）
に
相
当
す
る
別
朔
剖
剖
調
別
朔
剖

同
法
第
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た
月
数

（
四
百
八
十
を
限
度
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
を
合
算
し
た
月
数
が
四
百
八
十
を
超
え
る
と
き
は
、

四
百
八
十
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た
月

数
を
控
除
し
た
月
数
を
限
度
と
す
る
。
）
を
四
百
八
十
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額

展羅葹宥苓棗言案両軍両軍冨喜酉葆－
｢○○と○○とを合算した○○」

○
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律

第
四
十
九
号
）

（
給
料
の
級
及
び
号
給
に
係
る
在
職
期
間
）

第
四
条
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
は
、
第
一
号
に
掲

げ
る
期
間
剖
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
副
訓
劉
劉
副
ｕ
対
期
間
に

第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
を
加
算
し
た
期
間
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

２
．
３
（
略
）

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

（
入
院
）

第
十
九
条
（
略
）

２
～
５
（
略
）

６
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
係
る
入
院
の
期
間
と
前
項
の

規
定
に
係
る
入
院
の
期
間
剖
剖
剖
劉
ｕ
対
期
間
は
、
七
十
二
時

間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

７
（
略
）

50



○
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
百
二
号
）

（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
）

第
三
条
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て

支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
そ
の

額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ

を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
と
す

デ
（
》
０－
（
略
）

二
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎

年
金
の
額
に
、
そ
の
者
の
保
険
料
免
除
期
間
（
同
法
第
五
条

第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
免
除
期
間
を
い
い
、
他
の
法
令

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
免
除
期
間
と
み

な
さ
れ
た
期
間
を
含
み
、
同
法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保

険
料
に
係
る
期
間
を
除
く
。
）
の
月
数
の
六
分
の
一
（
同
法
第

五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間
に

あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間

の
月
数
の
十
二
分
の
一
）
に
相
当
す
る
月
数
（
当
該
月
数
と

同
法
第
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た
月
数

（
四
百
八
十
を
限
度
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
を
合
算
し
た
月
数
が
四
百
八
十
を
超
え
る
と
き
は
、

四
百
八
十
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た
月

釧
剖
摺
陶
ｕ
対
別
捌
を
限
度
と
す
る
。
）
を
四
百
八
十
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額

○
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令

第
二
百
五
十
八
号
）

第
一
条
↓
【
法
第
十
五
条
第
一
項
関
係
に
つ
い
て
規
定
】

第
二
条
～
第
六
条
↓
【
法
第
三
十
一
条
第
七
項
関
係
に
つ
い
て
規

定
】

第
七
条
～
第
二
十
五
条
↓
【
法
第
三
十
二
条
第
三
項
関
係
に
つ
い

て
規
定
】

（
主
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
六
条
第
七
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

機
構
債
券
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。

第
二
十
七
条
↓
【
法
第
三
十
八
条
第
一
項
関
係
に
つ
い
て
規
定
】

第
二
十
八
条
↓
【
法
第
三
十
九
条
第
三
項
関
係
に
つ
い
て
規
定
】

51

＃§構法施行令第8条の3第2号関係

｢○○月数を控除した月数」

機構法施行令第8条の4関係

独立行政法人の個別政令における省令委任規定の置き方の例（全体として個別法の関係規定の順

に条を並べ、省令委任規定は関係業務のかたまりの最後に置いている例）



●

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
附
則
第
二
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六

年
政
令
第
百
三
十
号
）

（
国
園
綱
州
針
刎
綱
州
刈
羽
縄
）

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
剛
１
独
立
行
政
法
人

日
本
学
術
振
興
会
法
附
則
第
二
条
の
二
第
四
項
口
制
司
打
副

闘
斜
洲
捌
引
刻
刻
測
吋
同
項
剛
制
詞
制
利
剣
剥
瑚
馴
劃
則
剥
４
国

園
網
棚
針
引
剖
川
訓
引
例
訓
寛
割
側
１
平
成
二
十
五
年
四
月
一

日
に
始
ま
る
割
調
判
閲
例
詞
潟
剰
閲
洞
刺
聞
間
矧
閥
詞
１
判
説

割
對
劇
副
劉
劉
矧
珂
訓
劉
割
引
釧
州
詞
割
剖
團
細
刷
針
例
訓
劉
例

劃
鬮
剖
珊
引
洲
口
ｕ
廿
笥
須
剖
洞
州
ｕ
ｄ
ｌ
平
成
二
十
六
年
六

月
三
十
日
詞
制
楜
１
コ
刈
剖
刻
訓
利
判
対
目
口
掴
剛
ｕ
刺
刷
測

閃
制
引
刺
Ⅷ
１

２
刻
訓
利
判
対
圏
出
１
訓
凰
刺
矧
周
回
測
引
国
園
綱
州
劃
刎
訓

創
罰
則
制
淵
州
書
須
川
掴
川
洲
捌
引
洲
列
到
矧
可
創
凋
剥
洲
刈

剖
調
圃
圖
司
細
剛
斜
呵
訓
劉
割
矧
荊
淵
剛
馴
薗
劉
凹
引
叫
剖
則
瀕

対
目
側
遡
州
渕
引
引
例
副
制
引
１

（
国
園
綱
州
針
刺
綱
州
矧
隅
）

第
二
条
国
園
綱
州
剣
剛
１
平
成
二
十
六
年
七
月
十
日
渕
制
回
綱

第
三
条
ｆ
け
れ
ば

国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計

国
庫
納
付
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

ー

○
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

十
三
年
政
令
第
七
十
三
号
）

附
則

第
三
条
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
釧
園
制
副
詞
調
判
閲
の
開

始
の
時
に
お
け
る
貯
金
等
合
計
額
（
新
令
第
二
条
の
三
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
貯
金
等
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
五
十
億
円
以
上
千
億
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
詞
調
判

が
五
十
億
円
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
漁
業
協
同
組
合
又
は

水
産
加
工
業
協
同
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
総
称
す
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
新
令
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
当
該
次
の

事
業
年
度
の
終
了
後
最
初
に
招
集
さ
れ
る
通
常
総
会
の
終
了

の
時
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

２
新
令
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
組
合
の
平
成
十
三
年

三
月
三
十
一
日
刎
割
周
訶
副
詞
副
詞
荊
閲
の
開
始
の
時
に
お
け
る
印

貯
金
等
合
計
額
が
五
十
億
円
以
上
千
億
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、

あ
り
、
か
つ
、

関
刺
凋
刺
詞
調
明
閲
の
開
始
の
時
に
お
け
る
貯
金
等
合
計
額

当
該
組
合
の
当
該

に
お
け
る
貯
金
等
合
計
額
が
五
十
億
円
以
上
で
あ
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

旱
業
年
：
事
業

の
開
始
の
時

第3～5条関係

基金残余額の国庫納付に係る規定例

第3条関係

｢○○の属する事業年度」／「○○事業年度の次の事業年度」



■

列
剖
剖
捌
口
１
承
継
計
画
書
の
作
成
基
準
引
例
側
刎
凶
到
樹
紹
過

改
正
す
る
法

○
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措

置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
十
三
号
）

理
由

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を

措
置
を
｛
め
る
必
要
が
あ
る
力
あ
る

律
の
施
行
に
伴
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
。

剖
副
制
口
１
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
対
す
る
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
等
の
適
用
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

退
職
手
当
法
施
行

○
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第

四
百
四
十
四
号
）
理
由
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鉄
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株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
酬
掴
句
口
倒
川
１
国
家
公
務
員

令
そ
の
他
の
関
係
政
〈
の
規
定
の
整
備
を
行
』

53

理由関係

｢○○の施行に伴い、…関係政令の規定の整備を行うとともに、○○その他の必要な経過措置を

定める必要があるからである｡」

理由関係

｢○○の施行に伴い、○○その他の関係政令の規定の整備を行うとともに､」


